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『連休中の過ごし方』について

〈生徒の皆様へ〉
新学期が始まり、約１カ月がたちゴールデンウィークを迎えようとしています。
安全に気を配り計画的に過ごしましょう。

４月２９日 昭和の日

４月３０日 日曜日

５月 １日 月曜日 開校記念日 通常授業

「開校記念日」でもあります。
本校は、昭和３６年４月１日、現在の開進第三中学校を仮校舎として開校、校章
制定、同年６月６日新校舎上棟式挙行、同年９月４日開進第三中学校より独立し
て現在地に移転、同年１０月２８日開校式、校旗制定、そして、今日まで開拓者
精神を旗印に、輝かしい伝統を築き上げてきました。卒業生の努力に対し、これ
を機会に感謝しましょう。人間は時に物事の根源にたちかえり思索を深めながら、
将来を展望することが大切です。開校記念日を祝う意義もここにあります。今年
は、開校５７年目となります。

５月 ２日 火曜日 通常授業

５月 ３日 水曜日「憲法記念日」
昭和２２年（１９４７年）のこの日、日本国憲法が施行された日です。日本が国
家としての在り方を決定し、施行した日です。（なお、1946.11.3に公布）

５月 ４日 木曜日「みどりの日」
自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを願うというこ
とが「みどりの日」の趣旨になっています。

５月 ５日 金曜日「こどもの日」
児童憲章が昭和２６年５月５日に発表されました。これは、全ての子どもが人間
として幸福な生活が送れるように定めた憲章です。我が国では古くから、雛まつ
り、端午の節句などが行われ、子どもの健やかな成長を願ってきました。この願
いを国家的な立場にまで高め、子どもの健康、安全などを積極的に進める決意を
したたいへん意義深い日です。子どもの健全育成の出発点にしたいものです。

５月 ６日 土曜日

５月 ７日 日曜日

〈保護者の皆様へ〉

連休中における家庭生活でのお願い

① 新学期になってはじめての長い休日です。心身の休養を十分にと
らせ、これからの学校生活に備えさせてください。

② この期間は、比較的家族みんながそろう時期です。どうかゆっく
りと学校の様子などについて話す機会をつくってください。

③ 休みを利用し、学習の準備や身の回りのものなどを整理させてく
ださい。

④ 交通事故が増えています。特に自転車での事故が多くなっていま
す。交通ル－ルや交通道徳をすすんで守るようにご指導ください。

⑤ お子さんが外出するときには、どこに、誰と、何の目的で出かけ
るのか、何時に帰るのか、確認を心掛けてください。

⑥ 服装などに注意をはらい、無用のトラブルに巻き込まれないよう
に見守ってください。また、多額の金銭を持たせないようご配慮
ください。

⑦ 部活動で登校したり、大会等で他校に出かけたりするときも、学
校のきまりや服装等を守り、開進四中の生徒として恥ずかしくな
い行動がとれるようにご指導ください。

⑧ 最近、不審者が出没しています。「何か変だな」と、感じたら近くの方

に助けを求めたり、１１０番へ通報してください。
⑨ インターネット、携帯電話等でのトラブルも多く報告されています。SNS

開四ルールをもとに家庭でも使用方法について話し合ってみてくだ
さい。また、有害サイトへのアクセスが制限されるフィルタリン
グをするようにお願い致します。
○SNS開四ルール
①ＳＮＳの利用時間は２時間まで、かつ２３時までにしよう
②悪口はダメ・ゼッタイ
③かけよう フィルタリング
④個人情報をかかない、あげない

⑩ 塾からの帰宅時間にも注意を払ってください。最近、塾帰りにコン
ビニなどで、遅くまで話をしていたり、ごみを放置したり、トラブルに巻
き込まれたりする事例があります。帰宅時間を確認してください。

有意義な連休であることを願っています。
なお、連休中、緊急の事故等があった場合には学校にご連絡ください。
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